
改葬等による火葬施設使用の手続きの流れ（フロー図）

（問合せ先）有明生活環境施設組合　0944-75-1766

改葬(お墓の移動)

に伴うものか？

改葬許可申請書様式を市の環境課又は市の

HPから入手する

墓地等の管理者から申請書に記入（証明）

をもらう

市の環境課で許可証の発行

改葬許可証を添付し、市の市民課窓口へ

墓地等の管理者から証明書に記入（証明）

をもらう

焼骨埋蔵(埋葬)証明書様式を火葬場、組合

事務所、市役所窓口又は組合HPから入手

する

許可証を持参し、予約時間までに

火葬場へ

焼骨埋蔵(埋葬)証明書を添付し、市の市民

課窓口へ

火葬の希望日を伝え、火葬施設使

用許可申請を行う

許可証を発行してもらい予約完了

１火葬につき、3,000円支払い

管内住民

１火葬につき、20,000円支払い

はい

はい

いいえ

いいえ

※管内住民とは、遺骨等が納められている場所の所在地 又

は申請者の住所がみやま市・柳川市内である場合のこと

火葬

事前手続

予約当日

※申請の手続きは、平日（市役所の営業日）に行う

※新しい骨壺等が必要な場合は、申請者自身で準備し、

必要な分を収骨する


